
(別紙 1)

土:] 約 項 目

中請者等の誓約内容 順

号申
軸

請
的 者

役員等 法て代理人

1 酒税法10条 1号から8号関係 (人 的要件)

1号関係
はい。いいえ はい。いいえ はい。いいえ

はい。いいえ はい。いいえ はい。いいえ
している

2号関係 : 申請 (申 出・申告)者が 1号―に該当する法人の業務執行役員を

していた者でその取消の 日か ら 3年を経過す るまでの間の申請

(中 出 。中告)でない。
O 酒類の製造者又は販売業者である法人が、酒税法 (12条 1、 2、 5、 6号、13

条、 14条 1、 2、 4号)の 規定により免許を取 り消 された法人

0 アル コーール 事業法の許 日「を受けた法人で、同法の規定により許可を取 り消

された法人

はい。いいえ

(個人のみ)

はい。いいえ はい。いいえ

3号関係 : 申請 (申 出・申告)者が未成年者のときに、その法定代理人が

1、 2、 7、 7の 2、 8号に該当しない。

|ま |ヽ
,1,|ヽぇ

(個人の1)

4号関係 : 申請 (中 出)者又は法定代理人が法人の場合にその役員が 1、

2、 7、 7の 2、 8号に該当 しない。

はい,いいえ

(法人のみ)

|まい。いいえ

(法人のみ)

5号関係 支配人が 1、 2、 7、 7の 2、 8号に該当する者でない。 はい。いいえ

6号関係 : 申請 (申 出・申告)者が免許の中請前 2年内において国税又は

地方税の滞納処分を受けていないc

はい。いいえ

7号^関係 国税等に関す る法律の規定によ り罰金の刑に処せ られ又は通

告処分を受けたことがない。

はい。いいえ はい。いいえ はい,いいえ

[上記で 「いいえ」にOを付した場合」

申請 (申 出・申告)時において、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しく

は執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行 した日から3年を

経過 している。

はい,いいえ はいヽいいえ はい'いいえ

7号の 2

関係

二十歳未満 ノ者 ノ飲酒 ノ禁 |11二 関スル法律若 しくは暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は

刑法等に定める一定の罪を犯 したことにより、罰金の刑に処せ

はい。いいえ はい,いいえ はい。いいえ

:ら れ た ことがない c

:[上記で「いいえ」にOを付した場合] はい,いいえ はい。いいえ はい。いいえ
申請 (申 出・申告)時において、その執行を終わつた日又は執行を受けるこ

とがなくなった日から3年を経過している。

8号関係 禁錮以上の刑に処せ られたことがない。 はい,いいえ

(個人のみ)

はい,いいえ はい。
1ヽいえ

[1■ 記で 「いいえ」に○を付 した場合]

申請 (中 出・中告)時において、その執行を終わつた日又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から3年 を経過している。

|まい,いいえ

(個人のみ)

はい,い
|ヽえ はtヽ 'いいえ

【理由等】

①

②

①

①

⑤

⑤

○

①

①

2 酒税法10条 9号関係 (場所的要件 )

申請販売場が取締上不適当と認められる場所でない。

(1)申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等 と同一場

所でない。

はい'いいえ

(2)中請販売場の中請者の営業が販売場の区画割 り、専属の販売従事者の

有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と

に

【理由等】

されて いる

|ま 1ヽ `いいえ

⑩

①

2/3

中請 (中 出 。中告)者が酒税法 (12条 」、2、 5、 6号、13条 、

14条 1、 2、 4号)の規定により免許を取 り,「しされたことがない又

はアルコール事業法の規定により許可を取 り消されたことがな

い。

[上記で 「いいえ|に Oを付した場合」

申請 (申 出・中告)時において、免許又は許可を取り消された日から3年を


